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監理団体の受託業務等及び当該業務に関

連する建設局の事業の管理運営について
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③ 公社の過去 5 年間の財務状況 
公社の過去 5 年間の財務状況の推移は次のようになっている。 

 
【貸借対照表】 
（ⅰ）資産 

（単位：百万円） 
流動資産 固定資産 

年度 
合計 

内 
現金預金

内 
有価証券

合計 
内 
特定資産 

総資産 

平成 16 年度 3,552 3,150 100 11,507 7,112 15,060
平成 17 年度 4,714 4,362 － 11,391 7,103 16,105
平成 18 年度 8,355 7,984 － 11,160 6,631 19,516
平成 19 年度 7,016 6,451 － 12,067 7,510 19,083
平成 20 年度 8,279 4,961 － 11,735 7,168 20,015

  
（ⅱ）負債及び正味財産 

（単位：百万円） 

年度 流動負債 固定負債 負債合計 正味財産 
負債及び正

味財産合計

平成 16 年度 1,289 1,538 2,828 12,231 15,060
平成 17 年度 2,316 1,463 3,780 12,325 16,105
平成 18 年度 5,652 1,304 6,957 12,558 19,516
平成 19 年度 6,025 531 6,556 12,527 19,083
平成 20 年度 7,236 417 7,654 12,361 20,015

 
平成 18 年度の現金預金及び流動負債増加の原因は、用地取得事業に係る都から

の仮受金があり増加した。用地取得の収支は、収入イコール支出で財務内容には中

立的であるが、期末近くにあると期末の資産負債の構成比率にかなりの影響を及ぼ

す。 
特定資産は、特定の目的のために使用することを予定している金融資産等である。

現金預金、有価証券及び特定資産の合計は、平成 20 年度では 121 億円あり、総資

産の 61％を占め、手元流動性は極めて高い。 
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また、平成 20 年度の協会の職員の配置別人員数は（表２３）に示すとおりであ

る。 
 

（表２３）財団法人東京都公園協会の職員の配置（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
（単位：人） 

常勤嘱託 
所属 固有 都派遣

都 OB その他 
合計 

総務部計 18 6 3 8 35
総務課 11 3 1 4 19
経営企画担当課長 0 0 1 0 1
人事担当課長 0 1 0 0 1

 

財務課 7 2 0 4 13
安全担当部長 0 0 1 0 1
公益・水辺事業部計 17 5 18 15 55

公益事業課 10 0 3 3 16
水辺事業課 7 5 14 11 37
河川事業支援担当課長 0 0 1 0 1

 

運航管理担当課長 0 0 0 1 1
公園事業部計 127 44 57 163 391

事業企画課 7 1 1 5 14
営業担当課長 0 0 0 1 1
技術管理課 11 7 1 2 21
事業推進第一課 28 0 21 39 88
西臨海公園サービスセンター 9 0 5 12 26
事業推進第二課 29 22 6 50 107
事業推進第三課 28 0 13 33 74
雑司ヶ谷霊園 4 0 4 8 16
八柱霊園 1 1 2 3 7
八王子霊園 1 0 1 1 3
多磨霊園 3 1 1 3 8
小平霊園 2 0 2 1 5

 

瑞江葬儀所 4 11 0 5 20
技術管理担当部長 0 1 0 0 1

合計 162 55 78 186 481
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② 建設局の過去 5 年間の予算 
（ⅰ）目的別（項別）予算                   （単位：億円） 

年度 道路橋梁費 河川海岸費 公園霊園費 土木管理費 合計 

平成 16 年度 2,442 542 598 225 3,807
平成 17 年度 3,046 581 484 208 4,319
平成 18 年度 3,111 538 553 233 4,435
平成 19 年度 3,264 596 475 230 4,565
平成 20 年度 3,153 620 740 225 4,738

 
（ⅱ）性質別予算                       （単位：億円） 

年度 投資的経費 給与関係費 維持補修費 物件費他 合計 

平成 16 年度 3,204 269 243 91 3,807
平成 17 年度 3,722 259 227 111 4,319
平成 18 年度 3,857 243 280 55 4,435
平成 19 年度 3,989 236 286 54 4,565
平成 20 年度 4,166 225 293 54 4,738

  
建設局の個々の目的別予算は、年度により多少の増減はあるが、合計額は毎年度

増加している。平成 20 年度の公園霊園費 265 億円の主な増加要因は、東京臨海広

域防災公園の整備等によるものである。 
性質別予算をみると建設局人員減少により給与関係費は毎年度減少しているが

委託費等を含む投資的経費は毎年度増加している。 
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迅速な漏水対応を実施すべきところであった。漏水は経年とともに増加することが

予想されるため、今後は、車室の利用に影響が出始めると予想された段階で、迅速

な漏水対応を実施すべきである。 
 

意 見（１５）漏水への対応について 
板橋四ツ又駐車場における閉鎖車室数は、平成 20 年度 4 月時点で 8 台、平成 21

年 1 月時点で 15 台に増加しており年間通じて漏水への対応がなされていなかった

が、平成 21 年 3 月に財団法人東京都道路整備保全公社（以下「公社」という。）が

漏水対応の簡易補修を施した結果、平成 21 年 10 月に実施した駐車場の往査時には

閉鎖車室数は 3 台に減少していることを確認した。板橋四ツ又駐車場の駐車台数は

200 台であるが、うち定期貸しが 140 台、時間貸しが 60 台である。漏水による車

室閉鎖の影響を受けるのは主に時間貸しの60台であることを考えると15台は時間

貸しの 25%に該当した。 
「東京都板橋四ツ又駐車場徴収事務等委託仕様書」によると、業務内容として「漏

水箇所調査及び対応」が含まれているが、具体的には「漏水箇所の確認、車室の閉

鎖及び開放」のみ委託業務の範囲とされているため、公社としては、漏水箇所の報

告を都に行い、車室の閉鎖を行うこと以上の対応は、仕様上は取れない内容となっ

ている。漏水補修は原則、抜本的な改善は首都高速道路株式会社ないし建設局が対

応することとなっているが、抜本的な改善方法が難しいことから、公社で簡易補修

を行っているとのことである。 
漏水の簡易補修は公社で実施している実態に合わせて仕様書の内容を見直すと

ともに、迅速な漏水対応を実施し、駐車場の稼働率の向上を図られたい。 
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６ 無電柱化事業について 

 

（１）無電柱化事業の概要 
 
道路上に張り巡らされた電線類は都市景観を損ね、立ち並ぶ電柱は歩行者や車イ

スの通行の妨げとなり、また、災害時の電柱倒壊は、安全確保や電力・通信の安定

供給の妨げとなることから、建設局は「10 年後の東京」計画に基づき都内の無電

柱化を進めている。 
無電柱化により、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出、都市防

災機能の強化が図られるとしており、新設拡幅する都道の他、既設都道のうち都市

計画道路として完成している都道及び都市計画線のない都道について、無電柱化の

目的を踏まえ、下記の区間を優先して無電柱化を進めていくとしている。 
・センター・コア・エリア内 
・利用者の多い主要駅周辺 
・緊急輸送道路 
・道路修景事業などとの施行箇所 
・区市町村の無電柱化との連携箇所等 
 
平成 20 年度から平成 22 年度の主な事業箇所は以下の（図６－１）に示すとおり

である。 
 
（図６－１）無電柱化の主な事業箇所 

 

当該事業の財団法人東京都道路整備保全公社（以下「公社」という。）による受

託は、都が掲げる「10 年後の東京」計画に基づいて、平成 19 年度より開始してい
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委託契約及び資産台帳を参照した水上バスに関する都の保有コストは以下の（表２

２－６）及び（表２２－７）に示すとおりである。 
（表２２－６）の水上バス事業収入及び事業費用は、日常の水上バスの料金収入

及び運航費用が主な内容となっている。この事業には協会の管理費用は配賦されて

いないため考慮していないが、水上バス事業収入と水上バス事業費用の差額は下記

の表のような関係にあり、この赤字は主に都から占用許可を受けて行っている河川

敷の駐車場である水辺駐車場事業等（協会の収益事業）から発生する利益で賄われ

ているものである。言い換えれば、協会の財務諸表上は水辺事業全体で損益が集計

されているため、ここで示した赤字は表示されず、同事業全体では採算がとれてい

ることになっている。 
一方、（表２２－７）の水上バス保守管理費用は、都が負担する定期点検やエン

ジン交換等に要する費用が主な内容となっている。減価償却費は都が保有する水上

バスの減価償却費である。 
 

（表２２－６）協会における東京水辺ラインの収支          （単位：千円） 
年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

① 水上バス事業収入 187,110 194,409 195,469
② 水上バス事業費用 214,623 213,951 256,382

管理費用 配賦なし 配賦なし 配賦なし

③差引（①－②）：（協会の収

益事業による補てん額） △27,512 △19,542 △60,912
 

（表２２－７）都における水上バスに関する保有コスト      （単位：千円） 
年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

④ 水上バス保守管理費用 59,935 92,635 58,736
⑤ 減価償却費 21,861 21,861 21,861
⑥ 都の保有コスト（④＋⑤） 81,796 114,496 80,597

協会での赤字と都の保有

コストの合計（③＋⑥） 109,308 134,039 141,509
 
東京水辺ライン就航当初に比べ、収支はかなり改善したという説明はあったもの

の、都及び協会全体では、東京水辺ライン事業から、ここ数年においても相当の負

担が発生していることがわかる。 
事業の独自性や公益性に関して、建設局は、水上バスを都内の小学校に安価で提

供し総合学習に利用してもらう試みや、船上から河川を学ぶテクニカルツアーの実

施、船上（都市づくり）セミナーの実施、リバーガイドボランティアの育成事業等
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の公益事業について、水上バスの利用を図っているとしている。 
また、東京水辺ラインの航路は隅田川上流部（桜橋、千住、荒川遊園、神谷、小

豆沢）、荒川及び西沖臨海部を含むものであるが、こうした隅田川上流部等は地

理的な条件や採算の面で民間事業者は就航していない。東京水辺ラインだけが隅田

川上流部等に航路をもっており、そこでも河川とふれあい水辺に親しむ機会を提供

すること、その点についても公益性及び独自性があることを建設局は主張している。 
一方で、隅田川上流部等以外のその他の航路はディナークルーズなどのイベント

を含め、ほとんどが民間事業者と競合するものとなっている。 
東京水辺ラインの主な航路（コース）及びそれぞれの便ごとの乗船客数は以下の

（図２２－１）～（図２２－４）並びに（表２２－８）に示すとおりである。なお、

それぞれの船着場ごとに乗り降りできるが、船着場ごとの乗降者数のデータはある

ものの、どの区間で乗船者が何人いるかのデータはない。 
 
（図２２－１）           （図２２－２） 
「両国お台場クルーズ」航路     「いちにちゆらり旅」航路 
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（図２２－３）           （図２２－４） 
「江戸東京ぶらり旅」航路      「江戸東京ぶらり旅」及び「いちにちゆ

らり旅」上流部航路 

   
 
（表２２－８）平成 20 年度東京水辺ラインコース別乗船者数 

便名 便数 
乗船者

数 

1 便あた

り平均乗

船者数 

備考 

両国・お台場クルーズ（1・2・3） 930 75,510 81 定期便 

両国・お台場クルーズ（A・B） 293 12,920 44 不定期便 

TOKYO ベイ（ベイ西・両国）

シーサイドコース（シーサイドお

台場・西） 

1,267 55,823 44 土日祝定期便、

平日不定期便 

江戸東京ぶらり旅 22 1,638 74 土・特定日便 

いちにちゆらり旅 38 3,621 95 日祝・特定日便

トワイライトクルーズお台場 14 451 32 不定期便 

両国レインボーブリッジ周遊 93 2,516 27 不定期便 

臨時便 4 86 22  

貸切便 116 9,860 85  

イベント便 98 6,089 62  

宴便 152 4,225 28  

合計 3,027 172,739 57  
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隅田川上流部を含む便名は「江戸東京ぶらり旅」及び「いちにちゆらり旅」の二

つであり、西沖臨海部を含む便名は、前述の二つの他「TOKYO ベイコース」及

び「シーサイドコース」の四つである。 
他では体験できない河川とのふれあいを提供しているとする隅田川上流部等の

コースを利用する乗船者数は、平成 20 年度では、全乗船者 172,739 人のうち、上

記四つの便の乗船者合計の 61,082 人の一部であるが、区間ごとの乗船者数の把握

ができないため、どの程度の人数が民間就航のない航路を利用しているかは不明で

ある。しかし、乗船客のほとんどは両国を起点として隅田川下流域を通りお台場に

向かう、他の水上バス事業者と競合する航路を利用していることが推測される。 
また、平成 20 年度のリバーガイドボランティアの育成状況、総合学習の実施状

況及びテクニカルツアーの実施状況は以下の（表２２－９）～（表２２－１１）に

示すとおりである。 
 

（表２２－９）平成 20 年度リバーガイドボランティアの育成状況 

実施日 内容 場所 
参加 
人数 

6 月 4 日～7 月 16 日 第 2 期リバーガイドボ

ランティア養成講座 
緑と水の市民カレッ

ジ講義室他 
12 

8 月 1 日～1 月 31 日 育成期間 水上バス船内 10 
1 月 17 日、1 月 19
日 

認定試験 緑と水の市民カレッ

ジ講義室 
10 

1 月 26 日 委嘱状授与及び登録

証交付式 
両国待合所 10 
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20

1 9 4 A 106  

2 9 25 B 64  

3 9 30 C 138 

4 10 9 D 74

5 10 10 E 137

6 10 29 F 93

7 11 20 G 142  

8 11 21 H 157 

9 11 27 I 81 

10 12 4 J 137

11 12 9 K 70

12 12 10 L 110  

13 12 12 M 55 

14 2 5 N 109  

15 2 18  O P 165  

16 3 17 Q 108  

1,746  

���������������
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1 5 15 34 

2 5 30 52

3 7 22 19 

4 9 10 47 

5 10 28 33 

6 11 6 R 154

7 11 11 15

8 11 19 43

397

���������������



149

20 10

16 10 26 20

16 9

8

397

17

100

3

���������������



150

3

���������������



151

���������������



152

20 226

20 4

30 16 21

3 30 15

���������������



153

20 4 21 3

���������������



154

21 7 8 6

2 21

20 4 30

16 21 3

30 15

���������������



155

20

58

43 15

���������������



156

20

58,968

1 24,657 

2 4,227 

3 3,335 

4 4,104 

5 6,779 

43,102

15,866

1 24 

15,842

784 

668 

15,726

20 7 1

5

1 2

���������������



157

20

58

43 15

20 7 1

5 1 2

���������������



158

18 20

18

18 4 5 8 10 15

4 9 18

10 31

20 1 20

4 7 31

20 4 8 15 5 8 18

18

8 20

���������������



 

 159

（表２５－１）協会による請求書の発行の遅滞例 
（平成 18 年度及び平成 20 年度分における一部の事例） 

委託業務名 
業務 

執行月 

完了届 

発行日 

履行 

確認日 

請求書 

発行日 
請求金額 

H18 年 4 月 H18.4.30 H18.5.1 H18.8.10 824,362 円上野恩賜公園

野外ステージ

管理業務委託 
H18 年 5 月 Ｈ18.5.31 H18.6.1 H18.8.15 824,314 円

H18 年 4 月 H18.4.30 H18.5.1 

H18 年 5 月 H18.5.31 H18.6.1 

H18 年 6 月 H18.6.30 H18.7.3 

H18 年 7 月 H18.7.31 H18.8.3 

H18 年 8 月 H18.8.31 H18.9.1 

代々木公園陸

上競技場業務

委託 

H18 年 9 月 H18.9.30 H18.10.4 

H18.10.31 
（4 月～9

月分を 1 枚

で作成） 

1,124,008 円

（4 月～9 月

分の合計額）

 

代々木公園陸

上競技場ほか1

箇所業務委託 

H20 年 4 月 H20.4.30 H20.5.1 H20.7.31 

 

513,860 円

H20 年 4 月 H20.4.30 H20.5.2 H20.8.15 759,964 円代々木公園野

外ステージ管

理業務委託 
H20 年 5 月 H20.5.31 H20.6.4 H20.8.18 789,521 円

 
指 摘（１０）協会の請求書発行の遅滞について 
財団法人東京都公園協会（以下「協会」という。）の請求書の発行の遅滞要因と

して、担当者の異動等により、提出書類の作成・確認等に時間を要したことを挙げ

ている。しかし、担当者の異動によって請求業務等が遅滞することは、内部統制や

会計制度が確立していないことであり、都及び協会の双方において、請求書の受

付・発行に関わる会計手続やマニュアルの整備等の再検討が必要である。 
よって、都では、速やかな履行確認を行い、協会に対し請求書の発行を指示され

たい。また、都の担当者による請求受付状況のチェックを行い、協会に対し、遅滞

の無い請求を促されたい。 
協会では、遅滞なく請求書を発行できるよう、当該業務のマニュアルの整備を行

い、周知徹底を図るとともに、適正な会計処理の観点からの指導徹底を図られたい。 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




